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こんなところでおひとり様として・・・
これが、小学校入学の年から70 年余り住んだ我が家

を出て、おひとり様暮らしをしようと思い始めたころからの、
住替え先の条件だった。

去年のお正月、この条件を満たしている「サービス付き
高齢者向け住宅（サ高住）」（＊ 4 面参照）をネットで見つけ
た。見学してみると、4 階建て建物の１階はクリニックスク
エア（内科、整形外科、調剤薬局等）、さらに障害者の就
労支援事業所運営の喫茶店があり、求めている条件以上
だ。元の家からは直通バスで 30 分ほど。周りには大小の
公園やスポーツ広場もあり、知り合いも住んでいる。息子
夫婦にも見学してもらい、即入居を決めた。
高齢者に優しくない！？

総戸数 38 戸で部屋タイプは 5 種類、食堂と小さな会
議室が共用施設である。私は、４階の１LDK＋ S に入居し
た。玄関はオートロック、幅広い内廊下・緩やかな階段は
カーッペット敷、住戸内ももちろんバリアフリーである。

ところが、引っ越しの際、孫が「ここって、高齢者用の
住宅なのに、高齢者に優しくないね」と言った。「だって、
シンクが高いでしょ、お年寄りには使いにくいんじゃない？
風呂場の換気扇や、押し入れの上段も踏み台使わなきゃ、
届かないでしょ」と。言われてみると、間仕切りの扉も丈
が高く、ガラス戸掃除など、背伸びしても届かない。洗濯
機は 10cm 以上の防水パンの上にのせるので、洗濯物を取
り出すのが結構厳しいかも。これは「難」といえなくもない。

180 ㎝ある大学生の孫（男子）がそんなことに気づいたの
がちょっと嬉しくもあった。

「サービス付き」のサービス内容は？
フロントには年中無休でリビングアテンダーがおり、生活

相談、安否確認、緊急対応をしてくれる。アテンダーのいな
い時間帯は、寝室、浴室、トイレについている緊急ボタンや
水流センサーで、警備会社が対応する。

外出時と帰宅時には、自宅玄関にある「外出ボタン」を押
すことになっているが、押し忘れるとアテンダーや警備会社か
ら電話がかかってくる。ボタンの押し忘れを注意されると結
構ストレスだ。居室の玄関の照明は、自動で点灯・消灯するが、
それより出入りボタンの方を自動にしてほしいと思う。

食堂は予約制・別料金で、日曜以外朝食と夕食が提供
される。朝が８時から、夕食は 18 時からなので私の生活
パターンから言うと朝はなし、夕食は月半分くらいの利用
か。外出機会の多い私は６時の夕食に間に合うように帰る
のは結構厳しい。当日のキャンセルはできないので、タク
シーで帰り高い夕食代になったこともあった。
住人同士の交流は？

住人は食堂で見かけるご夫婦 3 ～ 4 組を含めても、圧
倒的に女性が多い。ほとんどが 80 歳以上で 90 歳を超え
た人もいるが、一様に自立されている。全く食堂を利用し
ない人とは顔をあわせることもないが、階ごとに緩やかな
コミニュテイが出来ており、食堂でおしゃべり会をしたり、
近くの公園に散歩に行ったりしている。

持ち前のお節介で、コロナ禍で引きこもりがちな日常に
変化を、と先日食堂の大型テレビ
による「風と共に去りぬ」DVD 鑑
賞会をしてみた。８人ほどが参加
され、3 時間半の上映時間に、さ
すがに「疲れたねー」と。しかし、

「楽しかったわ、また、お願いね」
の声に、定期上映会にしようかな
どと思う入居１年目の昨今である。

" おひとり様暮らし事始め "
～サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）に暮らして 1 年～

認定 NPO 法人市民シンクタンクひと・まち社  理事   木 下 伸 子 

１. ある程度の広さのある独立した住居（収納スペースも欲しい
し・・・）

２. 少しサービスがあって、日常生活が自由に行動できること（ア
ルコール禁止や門限なし）

３.できれば土地勘のある所で（今まで住んだところか、定年ま
で勤めた職場のあるところか）

４. 現在の資産で、5 ～ 6 年は暮らせること（それ以上生き延び
てしまったら？うーん・・・）

５. 体調や懐具合の変化に伴い、状況にあったサービスに移行
できること（だから賃貸がいい）

居室前にて
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気づかれにくい子どもの貧困　　 
～家計の赤字と子どもの食～

認定 NPO 法人市民シンクタンクひと・まち社 代表理事  工 藤 春 代

2021年 5 月14 日、東京都立大学教授の阿部彩氏を講師にお迎えし、「子どもの自立と支援に関する調査報告会」を会議室参加
とオンライン併用で実施しました。講師は、子どもの力ではどうにもならない「子どもの貧困」について何とかしたいとの思いで研究
を始められたそうです。講演では「相対的貧困とは」にはじまり、家計の赤字と子どもの食や心への影響など、データを示しながら
お話しいただきましたので、その内容を報告します。

相対的貧困とは 

途上国に見られるように衣食住を得ることが困難な状況を
絶対的貧困といい、相対的貧困は、今ある社会で生活する
ための「経済的困難・金銭の不足」状態をいう。

「お金がない」ということは様々な問題を引き寄せる。親
の経済状況により、食生活、健康、学力、体力などに差が
生まれるなど、子どもへの影響は大きい。昔、子どもは外で
走り回って遊ぶことが多く、どの子も体力に差はなかったが、
今は水泳教室に通わなければ泳ぐことができない。小学校
に上がるまでに他の子どもと学力や体力に差を感じると、自
分は頑張ってもダメな人間なんだと思ってしまう。友人関係
も、みんなと同じおもちゃを持っていない、服装が違う、な
どとからかわれ、クラスの中で孤立しがちになり精神的にダ
メージを受けてしまう。大人ではアルコール依存症や児童虐
待、DV なども見られ、家庭の問題はお金がないことから始
まることが顕在化している。

相対的貧困率の推移（図 1）をみると、2008 年のリーマ
ンショックにより不景気が続いたときは、大人も含めた全人
口の相対的貧困率と子どもの貧困率が上がっている。好景気
と言われた 2015 年からは、貧困率の減少が僅かに見られる
ことから、貧困率は景気の動向に左右されることがわかる。
今後、不景気が続けば、コロナ禍の 2020 年以降はさらに
貧困率が高くなることが懸念される。

全体的に見ると15-19 歳の子どもの貧困が最も多い。一
番お金がかかる時期に親の経済基盤が弱いのだ。
子育て世帯の家計状況 

国立社会保障・人口問題研究所の全国調査では、ライフ
ラインである光熱水費を過去１年間に金銭的な理由で滞納が
あった世帯の割合は、二親世帯が 5％未満で、ひとり親世帯
は二世代・三世代ともに約 15％前後となっている。日本で暮
らすには電気が必要で、電気料金の値上げは家計を圧迫す

ることになる。上下水道の民営化の動きもある。有料である
ため払えなければ止められてしまうことになるのだ。生きるた
めの基本的人権が守られるのか、懸念される。

東京都「子供の生活実態調査」から家計の赤字を見ると、
困窮層は「赤字であり、借金をして生活している」と31.3％、「赤
字であり、貯蓄を取り崩している」と38.6％が答え、合計７割
が赤字を抱えて生活している厳しい状況がうかがえる。（図 2）

「平時」における子どもの貧困と「食」の格差
小学５年、中学２年、16-17 歳の子どもに「過去 1年間に

金銭的な理由で家族が必要な食料が買えなかったことがあり
ますか？」と聞いたところ、約 1 割の子どもの家庭で「まれ
にあった」、「時々あった」と答えている。生活困窮度別にみ
ると、困窮層では食料さえもままならない世帯が７割（小５、
中２）であった。小学５年生に給食以外に野菜を食べる頻
度を聞いたところ、「毎日食べる」と答えたのは、全体（困窮層、
周辺層、一般層）で 74％、困窮層では 55.6％だった。さら
に「肉か魚」を食べる頻度は、「毎日食べる」と答えたのは、
全体では 63.3％、困窮層では 54.6％だった。平時であって
も何を食べるかは家庭の財布事情によるのだ。（図 3）

では、高校生はどうか。全日制と定時制・通信制で比べて
みると、動物性たんぱく質、野菜、植物性たんぱく質、果物、

乳製品などの摂取は定時制・通信制の方が低い。高校生に
なると給食は無い、アルバイトをしていて生活リズムが不規
則になる、親も働いていることが多いため、食事に偏りが出
てくる。家計が厳しくなれば、教育費、公共料金、交通費や
通信費などの支払いが優先されるため、切り詰めるのは食費
しかない。果物や野菜、魚や肉は買わず、すぐにお腹を満た
すことができる炭水化物を買うことが多くなっている。成長
期の高校生世代の食の支援は必要ではないだろうか。
こころの状況

友だちと話す頻度の問について、小学 5 年生では、友
だちと「ぜんぜん話さない」は一般層 17.3％、困窮層
23.6％、いじめられた経験「あった」は一般層 15.1％、
困窮層 25.7％といずれも困窮層の方が高い。

学校や職場・地域のクラブやスポーツ活動への参加
状況 (16-17 歳 ) は、一般層では 76％だが、困窮層では
65.3％と低くなっている。

平日の放課後に「一人で過ごす割合」は、小学 5 年 8.9％、
中学 2 年 9.3％、16-17 歳では 19.2％と年齢が上がるにつ
れて孤立がちである。

自己肯定感の問で「自分は価値のある人間だと思う」につ
いては、「とても思う」、「思う」は、全ての年齢層で 6 割を超
えているものの約 7%～9% が「思わない」と回答している。ま
た16-17 歳の困窮層では13.1％と多くなっている。（図 4）

その背後にある困窮層の保護者の状況では、二親世帯で
あっても自営や非正規労働者が増えているため、景気などの
動向に左右されやすい。また、孤立している保護者も多く、困っ
た時や悩みがあるとき、相談できる人はいないと全ての年齢層
の 20％以上が答えている。「心理的ストレス反応相当」と判
断されるのは、小学 5 年生の保護者では 66.2%、 中学 2 年生
の保護者では 58.6%、16-17 歳の保護者では 65.7% であった。
親に孤立と抑うつ傾向がみられる。
支援の可能性

〇アメリカの食の支援
・栄養補助プログラム（貧困世帯に対し食事に使えるクーポン

券など、８万円 / 月、人口の13％、日本の生活保護は 1％、

半数は単身の高齢者）

・妊婦＋乳児栄養プログラム（食品を送る宅食プログラム）

・児童大人ケアプログラム（保育・介護施設における食事提供）

・野菜フルーツ・プログラム（小学校への野菜・フルーツの提供）

・児童栄養プログラム

・学校昼食プログラム
・学校朝食プログラム
・夏期食料サービスプログラム（NPO、NGO などに委託し夏

休み期間中に提供）

〇日本の食支援
・児童大人ケアプログラム→保育・介護施設の食の提供、費

用は所得により軽減

・学校昼食プログラム→学校給食（給食費は保護者負担、教

育扶助あり）1 割の公立中学は給食無し

アメリカは高校まで義務教育で給食あり。日本はバラン
スの良い食事が提供されているが、食への支援は少ない。

子どものニーズを見ると、「家以外で休日にいることがで
きる場所」、「家で勉強ができない時、静かに勉強できる
場所」を、「使ってみたい」、「興味がある」と回答したのは
50％を超えている。困窮層の保護者では、「知らないがあっ
たら使いたい」と回答したのはフードバンクや子ども食堂な
どの食支援が多く、ニーズがあることがうかがえる。（図 5）

市民にできること
困窮層の子どもたちは学校以外の大人とつながり、話すこ

とで自己肯定感が高くなっている。地域に自分の名前と顔を
覚えてくれる「親と先生」以外の第三者の大人の存在がいるこ
と、学校以外に「いってもいい」場所があることは社会的包摂
につながる。地域に食事や学習支援などのできる場所がある
ことは重要で、居場所など、民間の活動に期待している。

最後に講師は、子どもは声を上げることができないため、
ぜひ、公的な支援を拡充するよう声を上げてほしい、子ども
たちの応援団になってほしいと締めくくられた。身近な地域
に様々な活動が展開されることは子どもたちの成長を支える
ことにつながるのだと力づけられる報告会となった。

●調査報告書販売中
子どもの自立と支援に関する調査報告書 2020 年度   1 冊 1000 円

振込用紙通信欄に「調査報告書希望」と記し、
お申し込みください。
後日、郵送いたします。

振込先：郵便振替払込：00170-6-410791    
　NPO 法人 市民シンクタンクひと・まち社

出所：厚生労働省 (2020)『2019 年国民生活基礎調査 結果の概況』
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出所：東京都子供の生活実態調査 中間報告 (2017.2.23 公表 )
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出所：東京都子供の生活実態調査 報告書
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出所：東京都子供の生活実態調査 中間報告 (2017.2.23 公表 )
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出所：東京都子供の生活実態調査 報告書



＊サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）：60 歳以上の高齢者または要介護・要支援認定を受けた人およびその家族（配偶者
など）が対象。バリアフリーのトイレ・洗面・台所・収納・浴室を備える。日中はスタッフが常駐して安否確認と生活相談の２
つのサービス提供をする。安否確認は必須のサービスだが、夜間はすぐに駆けつけることが義務付けられているだけなので、
緊急通報システムで外部の警備会社などと連携している場合が多い。住居部分の賃貸契約で、介護が必要になった時には、サー
ビス事業者と別途利用契約を結ぶ。外出や外泊などの制限がなく比較的自由度の高い生活を送ることができるが、医療依存度
が高くなった場合や、介護度が重度になった場合は退去せざるを得ない。

編集後記：マスク生活も1 年を越え、また暑い夏がやってくる。アメリカではワクチン接種完了者はマスク着用が不要という指針が出され
たそうだ。日本ではワクチン接種の予約をとるのは至難の業だった。高齢の親のため、子どもや孫が総出で電話やパソコンに向かい、ま
るでライブのチケットを取るようだとか…。1日も早く、大声でライブやイベントを楽しめる日が来ますように！！（M）

　　年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計収支計算書
（単位：円）

受取会費 407,000
受取寄付金 372,062
第三者評価 11,252,400
調査・研究（情報発信）等 1,068,000
活動サポート・人材育成 60,000
情報発信 44,890

47 13,204,399
人件費 3,812,839
委託費 3,869,000
旅費交通費 908,752
通信運搬費 644,839
消耗品・事務用品費 684,886
印刷・広報費 695,652
家賃・水道光熱費 1,145,096
研修・図書費 27,700
租税公課 434,800
雑費 120,200 12,343,764
人件費 239,078
その他 293,095 532,173

85,200

次期繰越正味財産 5,224,424

経
常
費
用

事
業
費

管
理
費

当期正味財産増減額 328,462

前期繰越正味財産 4,981,162
法人税等

2020年度　活動決算書（1/1～12/31）

科 目 金 額

経
常
収
益

会
費
等

事
業
収
益

その他
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第 20 回総会を開催しました

活 動 報 告  

〇国分寺 ACT/ 国分寺・生活者ネットワーク共催：「介護保険制度の改正に向けて」に参加して
－基調講演「介護保険制度とは？ ~ 基本的な内容と今後の方向性」

　　　　　　　　講師：藤井賢一郎さん（元上智大学総合人間科学部社会福祉学科 准教授－

国分寺で開催された学習会に評価者６名が参加した。
介護保険は施行から 21 年、３年ごとの改変は第８期に
なる。制度設計に携わった藤井さんのお話では、施行
直前に政権政党の要望により、軽度の介護を含めたとの
こと。施行後、介護事業者は多様化して自由競争になっ
たが、現在も、介護状態になった際の市民の安心感に
は届いておらず、今期の改変では、寝たきりにしない重
度化防止のための介護を、医療的評価で数値化する科
学的な取り組みに一歩踏み込むという。制度が導入され
た効果には、開始以前は常態化していた老人病院、老
人ホームなどでのつなぎの着用、男女混浴、女性の短髪
などの強制がなくなり、個人の尊厳が尊重されるように
なったことが挙げられると指摘した。介護保険を充実さ
せるこれからの財源は、世界的に見て国民負担率の低い
保険料・消費税等を増額することが現実的に考えられる
方策、そして、市民の安心感につなげるために、地域包
括ケアシステムの充実、地域密着型介護の充実を図るこ
とが重要と示された。介護に携わる人材の求人倍率はコ
ロナ禍で変動するも回復方向を示している。しかし、介
護職員の処遇については、労働市場が専門職としての “成
り難さ” から価値が作られているため、現状では改善が

難しく、さらに外国人介護者の導入により、その関係性
の構築も難しさがあると締めくくった。藤井さんご自身は
自分らしい最期を迎える準備を、老年期になったら早め
に地域密着型介護サービスなどを利用して、時間をかけ
て自分の人柄や考え方を介護者に伝え、希望を理解して
もらう関係をつくりたいと話した。地域包括ケアシステム
や地域密着型サービスを充実させたいと思えば、市民が
地域の施策に関心を持ち意見を伝えるなど、待っている
だけでは適わないと認識した。

当日のパネリストは他に、国分寺市福祉部高齢福祉
課渡邊さん、社会福祉法人悠遊理事長 鈴木礼子さん、
NPO 法人たすけあいワーカーズ風ぐるま代表 戸倉央江さ
んが登壇し、市内の介護保険事業の現状、事業者の雇
用に関する状況、事業所の制度改変に伴う事務作業の
煩雑さなどが紹介された。福祉業界全体の底上げを期待
したいが現状では厳しさがあることに対し、「粛 と々頑張っ
ていく」との事業者の発言が、常に現状を支えている現
場の声として印象に残った。現場の意志ある方々の頑張
りに頼る現状は健全な社会とは言えない。疲弊してしまう
前に「改正」できるよう、誰もが当事者となり得る私たち
が関心を高く持つ必要を感じた。　　　( 評価者 山本和恵）

新型コロナウイルスの感染拡大の続く中ではありますが、3 月 26 日にオンライン
での参加を併用して第 20 回総会を開催し、2020 年度事業活動総括・決算報告、
2021 年度事業活動計画・予算のすべての議案が可決されました。

2020 年度の調査活動は、子ども食堂や居場所活動など孤立している子どもや親に
対する支援をしている団体・個人に聞き取り調査を行いました。今年度に入って事例
集としてまとめ、5 月に報告会を行いました。

第三者評価では都の児童養護施設 3 所、特養 9 所、認知症高齢者 GH７所、認
可保育所５所、就労継続支援事業所 3 所、生活援助 2 所など、合計 34 所の評価を
行いました。コロナ禍での感染防止を徹底するために事業継続計画を作成して手順を
共有し、なるべく事業所や利用者の負担を軽減できるように実施方法を工夫しながら
評価を行いました。今年度もまだまだ感染拡大が続いていますので、引き続き感染防
止を徹底し、30 件の評価実施を目標とします。

また、今年度は認定 NPO の更新年度に当たります。皆様のご支援のお
かげで、この 5 年間、「3,000 円以上の寄付者 100 人以上」という基準を
毎年クリアしてきましたので、書類を整え、更新手続きをすすめていきます。

引き続き皆様のご支援をどうぞよろしくお願い致します。

ひと・まち社より
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